
成年後見制度における中核機関（川越市成年後見センター）の開設について

１　成年後見制度について
　成年後見制度とは、認知症、知的障害、その他の精神上の障害があることにより物事を判断

する能力が十分ではない人について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を家庭裁判所が

選任することで、財産管理や身上監護（福祉サービスの利用や施設の入退所手続きなどの支

援）を行い、本人を法律的に支援する制度です。 
２　中核機関の概要
（１）運営開始　　令和３年４月1日

（２）運営方法　　川越市社会福祉協議会に委託

（３）名    称    川越市成年後見センター（愛称：こうけん♡かわごえ）

（４）人員体制　　２名

（５）市との棲み分け

      社協 － 市民がはじめに相談するところ。交通整理を行い、必要な機関に繋ぎます。

      市　 － 市長申立て※1と報酬助成※2 を主に行います。

                        　　　※1 市長申立て・・・成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、本人及び親族による後見等開始の
　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　申立てが難しい人に対し、市長が家庭裁判に後見等開始の請求を行う。
　　　　　　　　　　         ※2 報酬助成・・・・経済的な理由が成年後見制度の利用の妨げにならないよう、後見人等に対する報酬の
　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　助成を行う。
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